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施術所開設の手引き 
＜鳥取市保健所（2018年4月現在）＞ 

 
 この手引きでは、あん摩、マッサージ、指圧業、はり業、きゅう業及び柔道整復業を行う施

術所の開設について説明します。 

１ 開設届 

（１）開設のながれ 

 

 

（２）開設の手続き 

 

① 施術所開設届 

 施術所を開設した場合は、「施術所開設届」を開設後10日以内に保健所へ提出してください。 

 

提出書類 部数 注意事項 

施術所開設届 １ 

柔道整復とあんま・はり・きゅうでは様式が異なります。 

保健所の窓口で配布している他、鳥取市のホームページからダウン

ロードできます。 

※副本の交付を希望される場合は２部ご提出ください。 

添
付
文
書 

業務に従事する施術

者の免許証の写し 
１ 

従事する施術者全員の免許証原本と写しを持参してください（原本

と照合します）。 

施術所の平面図 １ 

ベッド、機器類の配置、各室の用途、寸法および面積、外気開放面

積と位置または換気装置の位置、消毒設備の位置を記入してくださ

い。 

周辺地図 １  

 

② 出張専門業務開始届出書  

出張のみによってその業務に従事する場合は、「出張専門業務開始届出書」を開始後10日以内に保健

所へ提出してください。 

※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師のみ 

 

提出書類 部数 注意事項 

出張専門業務開始届出書 １ 

保健所の窓口で配布している他、鳥取市のホームページから

ダウンロードできます。 

※副本の交付を希望される場合は２部ご提出ください。 

添
付
文
書 

業務に従事する施術者の免

許証の写し 
１ 

従事する施術者の免許証原本と写しを持参してください（原

本と照合します）。 

 

事前相談 

→ 

開設 

→

開設届 

→

検査 

→ 

副本の交付

構造設備や添

付書類、開設の

日程、広告など

についてあらか

じめご相談くだ

さい。 

施設が整い、施

術を開始できる

状態です。 

開設後10日

以内に保健所

窓口に届け出

てください。 

保健所の監

視員が施設の

検査に伺いま

す。 

開設届の

副本をお渡

しします 
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③ 市内滞在業務届出書 

住所地が鳥取県鳥取市及び東部４町の区域外にあるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が鳥

取市（又は東部４町）の区域内に滞在して業務を行おうとする場合は、「市内滞在業務届出書」を事前

に保健所へ提出してください。 

 

提出書類 部数 注意事項 

市内滞在業務届出書 １ 

保健所の窓口で配布している他、鳥取市のホームページか

らダウンロードできます。 

※副本の交付を希望される場合は２部ご提出ください。 

添
付
文
書 

業務に従事する施術者の

免許証の写し 
１ 

従事する施術者の免許証原本と写しを持参してください

（原本と照合します）。 

 

２ 構造設備基準 

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行規則第25条及び柔道整復師法施行規則第18

条により構造設備基準が設けられています。開設にあたっては下記の事項に適合するようにしてください。 

 

１ 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること。 

２ 3.3㎡以上の待合室を有すること。 

３ 施術室は室面積の1／7以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき

適当な換気装置があるときにはこの限りでない。 

４ 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。 

※はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。但し、使い捨てのはり

を使用する場合には、使用済みのはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。 

 

 

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの開設届が必要で

す。その場合には、下記の事項に注意してください。 

 

１ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの施術室

が必要です。 

２ あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復双方の免許を有する施術者が一人で施術する場

合、施術室は兼ねてもよい。 

３ 待合室は別々に設けることが望ましいが、十分なスペースがあれば共有することはやむをえな

い。 

 

※施術室内で他の医業類似行為を行うことはできません（整体・カイロなど）。 
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３ 衛生上の措置 

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行規則第26条及び柔道整復師法施行規則第19

条により衛生上必要な措置が定められています。施術室の清潔や使用するタオル等の物品の管理には十分気

をつけてください。 

 

１ 常に清潔に保つこと。 

２ 採光・照明及び換気を十分行うこと。 

 

 

 

４ 名称に関する規制 

医療法、医師法、薬事法、あはき法、柔整法等その他の法律に低触するような名称は使用できません。 

 

医療法第３条 

病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、医院その他病院又

は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 

紛らわしい例：はり科○○診療、診察等 

 

 

医師法第１８条 

医師でなければ、医師又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。 

紛らわしい例：鍼灸医○○、中国鍼灸医○○ 

 

 

【指導基準】 

名称に医業類似行為名を使用すること。 

（名称について広告することが不可となります。） 

例：○○整体院、○○カイロプラクティック 
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５ 広告に関する規制 

※届出後に、広告不可事項があった場合、看板の修正等をお願いすることになりますので、看板等の

記載事項については、なるべく事前にご相談ください。 

 

法律に定められた事項以外は、原則として広告できません。 

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第7条1項 

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業又はこれからの施術所に関しては、何人とも、

いかなる方法を問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 

 

1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 

2 業務の種類（あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業） 

3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

4 施術日又は施術時間 

5 その他厚生労働大臣が指定する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柔道整復師法第24条第1項 

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人とも、いかなる方法を問わず、次に掲げる事項を除くほ

か、広告をしてはならない。 

 

1 柔道整復師である旨並びに氏名及び住所 

2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

3 施術日又は施術時間 

4 その他厚生労働大臣が指定する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【厚生労働大臣が指定する事項】 

1 もみりょうじ 

2 やいと、えつ 

3 小児鍼（はり） 

4 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1

項前段の規定による届出をした旨 

5 医療保険療養費支給申請ができる旨（申請については医師の同意が必要

な旨を明示する場合に限る） 

6 予約に基づく施術の実施 

7 休日又は夜間における施術の実施 

8 出張による施術の実施 

9 駐車設備に関する事項 

【厚生労働大臣が指定する事項】 

1 ほねつぎ（又は接骨） 

2 医療保険療養費支給申請ができる旨（脱臼又は骨折の患部の施術に係る申

請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る） 

3 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨 

4 予約に基づく施術の実施 

5 休日又は夜間における施術の実施 

6 出張による施術の実施 

7 駐車施設に関する事項 
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※ 広告可能な事項を広告する場合にも、その内容は、技能、施術方法又は経歴に関する事項については広告

できません。（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第7条第2項及び柔道整復師法第

24条第2項） 

 

【広告できない例】 

※流派名（○○流など）は施術方法並びに経歴に関する事項のため広告できません。 

※「適応症（骨折、腰痛など）」、「交通事故」、「無料相談受付」、「むち打ち専門」、「施術料金の表示」、「効

果効能の表示」、「施術所の外観、内観写真やイラスト等」は、広告可能事項に該当しないため、一切広告

できません。 

 

６ その他 

（１）施術所開設届出事項変更届出書 

開設届出内容に変更があった場合は、変更後10日以内に、「施術所開設届出事項変更届出書」を提

出してください。 
※受付印を押した副本の交付を希望される場合は、２部ご提出ください。 

※柔道整復とあん摩・はり・きゅうでは様式が異なります。 

 

提出書類 部数 注意事項 

施術所開設届出事項変更届出書 １ 
変更事項を記入してください。 
 
※柔道整復とあん摩・はり・きゅうでは様式が異なります。 

添 

付 

書 
類 

施術日時の変更のとき 
 

変更前、変更後の施術日時を記入してください。 

構造設備

の変更の

とき 

施術所の平面

図 
１ 

変更前、変更後の図面を添付してください。 
 
※ベッド・機器類の配置、各室の用途、寸法および面積、外気

開放面積と位置または換気装置の位置、消毒設備の位置を記

入してください。 

従事者の 

変更のと

き 

業務に従事す

る施術者の免

許証の写し 

１ 

変更前、変更後の従事者を記入してください。 
 
※新たに業務に従事することとなった施術者の免許証原本と写

しを持参してください（原本と照合します）。 

 

（２）施術所休止（廃止・再開）届 

施術所を休止（廃止・再開）した場合は、休止（廃止・再開）後10日以内に、「施術所休止（廃

止・再開）届出書」を提出してください。 
 
※受付印を押した副本の交付を希望される場合は、２部ご提出ください。 
※柔道整復とあん摩・はり・きゅうでは様式が異なります。 

 

（３）出張専門業務休止(廃止・再開)届出書 

出張業務を休止（廃止・再開）した場合は、休止（廃止・再開）後10日以内に、「出張専門業務休

止（廃止・再開）届出書」を提出してください。 
 
※受付印を押した副本の交付を希望される場合は、２部ご提出ください。 

 


